
館山市移住相談業務委託仕様書 

 

１．業務名 

 館山市移住相談業務 

 

２．業務の目的 

本業務は、館山市・南房総市定住自立圏構想に基づき、「館山市移住総合案内窓口」に

移住相談員を配置し、館山市へのＵＩＪターン及び二地域居住を希望する人からの移住相

談に対応し、館山市及び南房総市への移住・定住人口の増加と地域経済の活性化を図るこ

とを目的とする。 

 

３．委託期間 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４．業務場所 

 館山市内全域 

 ※南房総市と連携する業務や移住セミナーへの参加等の場合はその限りではない。 

 

５. 業務体制 

本業務を切れ目なく円滑かつ効果的に遂行するための体制を確保する。 

（１）館山市移住総合案内窓口（以下「窓口」という。）の設置 

・本市は、窓口を“渚の駅”たてやま（雇用商工課執務室）内に設置する。 

（２）開所時間等 

・窓口の開所日時は、原則、次に掲げる日を除く月曜日から金曜日までの午前９時か 

ら午後４時までとし、休憩は１時間とする。ただし、移住相談者の都合に応じ、予 

約での相談に限り、別途対応するものとする。 

   ① 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

   ② １２月２９日から翌年１月３日までの日 

（３）人員体制 

  ・本市からの指示を受ける窓口として、業務を統括する責任者を置き、本市及び南房 

総市や関係者との円滑な事業進行管理や意思疎通に努めるものとする。 

・業務責任者により選定された移住相談員を窓口に１人以上配置するものとする。 

・本市は、移住相談員の業務履行状態の不良等により、業務に支障を及ぼすと判断し 

た場合、受託者に対し移住相談員の変更について協議することができる。 



  ・受託者は、移住相談員を変更しようとするときは、事前に本市と協議し、変更内容 

について本市に通知するものとする。 

（４）その他 

・あらかじめ本市と調整したスケジュールで行うこと。 

・本市は、移住相談員が業務において使用する机や椅子を用意し、業務に必要な光熱 

水費を負担するものとする。 

  ・受託者は、移動時等の連絡手段として携帯電話を用意し、通信料は受託者において 

負担するものとする。 

・受託者は、“渚の駅”たてやまの入退館及び在館にあたり、建物管理に係る諸規定及 

び指示に従うものとする。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等により、業務の実施が困難となる場合 

 には、本市と協議の上、業務内容の変更に柔軟に対応すること。 

 

６．業務内容 

本業務の受託者は、以下に定める業務を実施すること。 

（１）移住支援業務 

① 移住希望者や既移住者に対する相談支援 

・窓口での面談に加え、電話・電子メール等による移住希望者や既移住者への相談 

対応（住居・生活・仕事・地域等に関する情報提供、現地の案内等）を行う。 

※令和２年度から令和４年度までの移住相談件数（参考） 

     令和２年度：２３５件、令和３年度：２１８件、令和４年度：２２４件 

   ・移住支援金の支給等に関する業務は本市において行うが、当該業務について窓口 

での面談等で問合せ等があった場合には、適宜、本市に情報提供する。 

② 南房総市との連携 

 ・移住希望者の意向やニーズを踏まえ、必要に応じて南房総市と連携を図り、南房 

総市の移住相談窓口への案内や情報提供等を行う。 

（２）移住プロモーション業務 

① 移住関連情報の収集・発信 

・本市及び南房総市への移住・定住促進に繋げるため、以下の情報を収集し、ウェ 

ブサイトやＳＮＳ等を活用して発信する。 

    ア 本市の地域資源、特性、魅力等に関する情報 

    イ 地域の生活に関する情報 

    ウ 仕事に関する情報 

    エ 子育て環境に関する情報 



    オ 既移住者の体験談 

    カ その他 

    なお、情報発信の方法等については、本市と協議するものとする。 

② 移住パンフレットの作成 

・本市及び南房総市への移住・定住促進に繋げるため、①の情報を参考にパンフレ

ットを作成する。 

・パンフレットは令和６年度中に作成し、数量等は以下を想定しているが、紙質も

含め、全て提案によるものとする。 

ア 数 量：各年度５００部以上 

イ サイズ：Ａ４判サイズ 

ウ 頁 数：６ページ以上 

エ カラー：フルカラー（４色以上刷り） 

（３）移住関連イベント・セミナー業務 

  ① 移住関連イベントへの参加 

・国や千葉県、関係機関が主催する移住関連イベント（年２回程度）での相談ブー 

スに参加し、移住希望者の相談に対応するとともに、圏域の魅力等を発信する。 

  ② 移住関連セミナーへの参加 

・館山市及び南房総市が主催する移住関連セミナー（年２回程度）に参加し、移住 

希望者の相談に対応するとともに、圏域の魅力等を発信する。 

※①及び②に係る参加費や出展料等は本市で負担するものとし、交通費は受託者が委 

託費用より負担するものとする。 

 

７．成果品 

本業務の成果品は次のとおりとし、各年度それぞれ提出するものとする。 

① 業務実績報告書 ２部 

② 移住パンフレット 

③ ①と②の電子データ 

④ その他業務で作成した資料 

 ※電子データについては、完成原稿（ＰＤＦ等）の他、編集が可能なデータ形式（ワー 

ド、エクセル、パワーポイント等）で提出すること。 

 

８．納品場所・期限 

 場所：館山市経済観光部雇用商工課（住所：館山市館山１５６４－１） 

 期限：令和６年度分 令和７年３月３１日（月） 



令和７年度分 令和８年３月３１日（火） 

令和８年度分 令和９年３月３１日（水） 

 

９．委託料 

契約期間３年間の委託料総額の上限額は、１３，５００千円（消費税及び地方消費税 

を含む。）とする。なお、各年度の委託料の上限額は、４，５００千円（消費税及び地方 

消費税を含む。）とする。 

 また、各年度の委託料の支払方法については、本業務に係る契約書のとおりとする。 

 

１０．留意事項 

（１）一般事項 

・業務の遂行状況について随時報告を行うこと。 

  ・業務を遂行する上で必要な資料等は、受託者において入手するほか、必要に応じて 

随時貸与する。なお、貸与した資料等の複製の可否、返却等については、本市の指 

示に従うこと。 

 ・委託業務期間は基より委託業務期間終了後においても、本業務遂行中に知り得た

情報及び内容全般について、本市の許可なく他に利用し、提供してはならない。特

に、個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法に則り、その内容の保護に努めな

ければならない 

（２）著作権等 

  ・納品された成果品、委託業務に関する企画提案書等の著作権は、全て本市に帰属す 

るものとする。また、成果品は、本市がホームページ等の掲載に随時使用できるも 

のとする。 

  ・受託者は、撮影した写真等を移住パンフレット等で使用する場合、あらかじめ被写 

体本人等の承諾を得ておくこと。 

（３）業務の承認及び報告等 

  ・受託者は、本業務の実施にあたり、契約後、事業実施に先立ち、業務実施計画書を 

作成して本市へ提出すること。なお、令和７年度以降は、前年度３月末までに、業 

務実施計画書を作成して本市へ提出すること。 

・受託者は、業務日誌を作成し、各月の実施状況（相談件数、相談内容等）を、翌月

１０日までに本市へ報告すること。 

・受託者は、各年度の業務実績報告書及び業務完了届を作成し、当該年度末までに本 

市へ提出すること。 

（４）その他 



  ・受託者は、本業務実施中に第三者より受け、又は与えた損害については、受託者の 

責任において処理し、これらにかかる費用はすべて受託者が負担するものとする。 

ただし、その損害が本市に帰すべき事由により生じたものについては、本市が負担 

する。 

 

１１．協議 

この仕様書について、疑義が生じた場合、又は定めのない事項や細部の業務内容につ

いては、その都度、本市と協議すること。 


